
相模湾ヨットフェスティバルレース２０１８ 裁量ペナルティ ガイドライン 

 

違反に対するペナルティを決定する裁量がプロテスト委員会にある場合、その範囲は「ペナルティ無し」

から「ＤＳＱ（失格）」までです。ペナルティは当ガイドラインに沿って決定されます。 

 当ガイドラインは以下の記載に留意し、読んでください。 

 ・番号は帆走指示書の項目番号を示す。  

 ・「＋○％」はレース所要時間に対して追加する時間の割合を示す。「○％～○％」は 

プロテスト委員会が審問を行った上で内容を精査して判断する。 

 ・「合理的な理由」「軽微」については、プロテスト委員会が審問を行った上で内容を 

精査して判断する。 

記 

（Ａ）安全にかかわるもの 

・合理的な理由のあるもの  ＋２％ 

・その他          ＋５％ 

＜対象＞ 

 １２．チェックイン 

１９．ペナルティ方式 中ＲＲＳ第２章以外の軽微な違反中安全に関わるもの 

２２．出艇申告、帰着申告 

 

（Ｂ）レース運営の公平にかかわること 

・合理的な理由のあるもの  ＋０％～２％ 

・その他のうち軽微なもの  ＋３％ 

・その他          ＋５％ 

＜対象＞ 

 ８． 部門識別旗（リボン） 

 １４．リコール 

１９．ペナルティ方式 中ＲＲＳ第２章以外の軽微な違反中安全に関わるもの 

 

（Ｃ）マナー、シーマンシップに関わること 

・合理的な理由のあるもの   ＋２％ 

・その他           ＋５％ 

＜対象＞ 

 ２． 付則 

 １９．ペナルティ方式 中ＲＲＳ第２章以外の軽微な違反中安全に関わるもの 

 ２４．ごみの処分 

 

以上 

 

２０１８年８月２６日 

プロテスト委員長 

渡邉 範夫 


